
道路交通法の改正について 

 

令和 6 年 11 月 1 日に道路交通法が改正されます。この改正により、自転車の「ながらス

マホ」「酒気帯び運転」の罰則が整備されました。下のリーフレットにあるように「懲役ま

たは罰金」と刑罰が科せられます。 

また昨年には、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されましたが、着用の定着に

は至っていません。 

命を守るためにルールを守り、ヘルメットを着用するようにしましょう。 

 


